
 

○役務業務発注における石巻市高年齢者就業機会提供団体の認定事務に関する

要綱 

平成29年３月10日告示第86号 

改正 

令和２年３月31日告示第155号 

令和３年５月31日告示第378号 

役務業務発注における石巻市高年齢者就業機会提供団体の認定事務に関する

要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方自治法施行規則（昭和22年内務省令第29号）第12条の２の

４の規定に基づき、高年齢者就業機会提供団体（地方自治法施行令（昭和22年政令

第16号）第167条の２第１項第３号及び地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403

号）第21条の14第１項第３号に規定するシルバー人材センター（高年齢者等の雇用

の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号。以下「法」という。）第37条第１項

に規定するシルバー人材センターをいう。）に準ずるものとして、随意契約により

市の役務業務を受注できる団体をいう。以下同じ。）の認定について、必要な事項

を定めるものとする。 

（認定の要件） 

第２条 高年齢者就業機会提供団体としての認定（以下「認定」という。）を受けよ

うとする者は、次に掲げる要件を備えなければならない。 

(１) 法人格を有する団体であって、市内に主たる事務所を有していること。 

(２) 石巻市の競争入札参加資格承認簿（役務提供）に登録されていること。 

(３) 定款、寄附行為、会則、活動方針等に、高年齢者の就業機会の確保及び組織

的提供に資することを目的とするものであることが明記されているとともに、高

年齢者の就業機会を確保し、組織的に提供していること。 

(４) 申請日の前月の初日現在において、市内の事業所で業務に従事している者の

うち、市内に居住している者の割合が80％以上であり、かつ、年齢が60歳以上の

者の割合が50％以上又は55歳以上の者の割合が75％以上であること。 

(５) 営利、非営利を問わず、適切な業務遂行処理能力を有していること。 

(６) 申請日において１年以上の事業実績を有すること。 

(７) 法第９条に規定する高年齢者雇用確保措置を講じていること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、認定の対象とし

ない。 

(１) 営業に関し法令上必要な要件を備えていない者 

(２) 認定を申請する日までに納期の到来した国税、都道府県税、市町村税、社会

保険料（健康保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金）又は労働保険料（雇

用保険料及び労災保険料）を滞納している者 

(３) 契約を締結する能力を有しない者 



 

(４) 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

(５) 申請日時点において、石巻市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱（平成

17年石巻市告示第180号）に規定する指名停止又は指名回避を受けている者 

(６) 石巻市入札契約に係る暴力団等排除要綱（平成20年石巻市告示第268号）別

表に掲げる措置要件に該当する者 

（認定の時期） 

第３条 認定申請の受付期間は、石巻市物品購入・役務提供競争入札参加資格審査申

請における競争入札参加資格承認書の交付後とし、その期間は市長が別に定める。 

（認定の申請） 

第４条 第２条の規定による認定を受けようとする者は、前条に規定する期間内に、

役務業務発注における石巻市高年齢者就業機会提供団体認定申請書（様式第１号）

に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。なお、添付する書類

のうち、公的機関が発行する証明書類については、当該認定申請が石巻市物品購

入・役務提供競争入札参加資格審査申請と同年度内に行われるときに限り、当該証

明書類の写しを添付することができる。 

(１) 定款、寄附行為、会則、活動方針、事業計画書又はこれらに代わる書類 

(２) 申請日の直近の収支計算書、貸借対照表、財産目録、監査報告書等団体の運

営及び財産の状況が確認できる書類（任意団体の場合は、出納簿、残高証明書、

収支計算書、監査報告書等） 

(３) 業務に従事している者（雇用期間及び労働時間の長短に関わらず、役務業務

に従事している個人に限る。ただし、賛助会員等は除く。以下「業務従事者」と

いう。）の名簿 

(４) 業務従事者の氏名、生年月日及び住所を確認できる書類の写し（住民票、運

転免許書等の写し） 

(５) 遂行可能な業務を記載した書類 

(６) 前号の業務に必要となる許可証等の写し 

(７) 公的機関、民間を問わず、直近の２年間における、第４号の業務の契約実績

を記載した書類 

(８) 前号の書類に記載した業務における契約書等の写し及びその業務の検査結

果を確認できる書類（第４号の業務の数に応じ、１業務につき２項目以上） 

(９) 個人情報の取扱いについて定めた書類 

(10) 業務従事者が安全に就業する体制について定めた書類 

(11) 業務従事者への報酬の支払い、業務従事者への報酬の算定根拠、財務担当責

任者の設置及び監事による監査の体制等適切な会計管理が行われていることが

確認できる書類 

(12) 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書（申請日前３か月以内に発行されたもの

に限る。） 

(13) 法人の印鑑証明書（申請日前３か月以内に発行されたものに限る。） 



 

(14) 国税に係る納税証明書（法人税、消費税及び地方消費税について未納がない

ことが確認できる税務署長発行の証明書であって、申請日前２週間以内に発行さ

れたものに限る。） 

(15) 都道府県税について未納がないことを証明できる書類（納税証明書の場合は、

申請日前２週間以内に発行されたものに限る。） 

(16) 全ての市町村税に未納がないことを証明できる書類（納税証明書の場合は、

申請日前２週間以内に発行されたものに限る。） 

(17) 社会保険料又は労働保険料等納入証明書（申請日前２週間以内に発行された

ものに限る。） 

（認定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請者が第２条に規定

する認定の要件を具備するかの確認を行うに当たり、地方自治法施行規則第12条の

２の４第３項の規定に基づき、２人以上の学識経験者の意見を聴かなければならな

い。 

２ 前項の意見の聴取は、役務業務発注における石巻市高年齢者就業機会提供団体の

認定について（様式第２号）により行うものとする。 

３ 市長は、学識経験者の意見を踏まえ認定の可否を決したときは、役務業務発注に

おける石巻市高年齢者就業機会提供団体認定審査結果通知書（様式第３号）により

申請者に通知するものとする。 

（認定団体の公表） 

第６条 市長は、前条の規定により高年齢者就業機会提供団体として認定を受けた者

（以下「認定事業者」という。）について、速やかに役務業務発注における石巻市

高年齢者就業機会提供団体名簿（様式第４号）に登載し、公表するものとする。 

（認定の有効期間） 

第７条 前条の認定事業者の認定の有効期間は、当該認定事業者の認定の日から競争

入札参加資格承認簿（役務提供）の登録の有効期間の終了の日までとする。 

（変更の届出） 

第８条 認定事業者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに役務業務発

注における石巻市高年齢者就業機会提供団体認定内容変更（事業廃止）届（様式第

５号）を市長に提出しなければならない。 

(１) 認定事業者の名称、所在地又は内容に変更があったとき。 

(２) 第４条の規定による申請書の内容に変更があったとき。 

(３) 事業を廃止したとき。 

（認定の取消し） 

第９条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消

し、当該認定事業者に対して役務業務発注における石巻市高年齢者就業機会提供団

体認定取消通知書（様式第６号）により通知するものとする。 

(１) 認定基準に適合していない事実が認められたとき。 



 

(２) 高年齢者等の就業機会の確保等の活動を行う事業者でなくなったとき。 

(３) 虚偽その他の不正な手段によって認定を受けたことが判明したとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が認定を取り消す必要があると認めたとき。 

２ 認定事業者が、前項の規定により高年齢者就業機会提供団体としての認定を取り

消されたときは、当該取消しの日から起算して２年を経過する日まで第４条の申請

を行うことはできない。 

（状況報告） 

第10条 認定事業者は、事業年度が終了した後市長が定める期日までに、当該事業年

度における各月初日の当該事業者に属する者の在職状況等を、役務業務発注におけ

る石巻市高年齢者就業機会提供団体の事業従事者状況報告者（様式第７号）により

市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、認定事業者に対し、当該事業者の高年齢者

等の就業機会の確保等の活動その他事業の状況に関し、報告を求めることができる。 

（実地調査） 

第11条 市長は、制度の運用の適正を期すため必要があると認めるときは、認定事業

者に対して、申請書等に記載された内容について、実地調査を行うことができる。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成29年３月13日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日告示第155号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年５月31日告示第378号） 

この告示は、令和３年６月１日から施行する。 



 

様式第１号（第４条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 

 



 

様式第４号（第６条関係） 

 



 

様式第５号（第８条関係） 

 



 

様式第６号（第９条関係） 

 



 

様式第７号（第10条関係） 

 


